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第２節 三島二次医療圏           

２．疾病・事業別の医療体制と受療状況 

（１） 医療体制 

 

【精神疾患】 

○地域連携拠点医療機関については、多様な精神疾患等に対応するために、疾患

ごとに定めており、図表 10-2-7のとおりとなっています。 

 

 

 

○令和４年現在、精神科医療機関入院患者で圏域内に住所がある者のうち、1年

以上入院している患者は 719人、うち 638人（88.7%）が圏域内の病院に

入院しています（出典 大阪府「精神科在院患者調査報告書」）。 

 

○令和４年の自殺者は 97人、人口 10万人対で 12.8となっており、府平均

16.9より下回っています（出典 厚生労働省「地域における自殺の基礎資

料」）。 

 

 

 

 

 

図表 10-2-7 地域連携拠点医療機関数（令和６年４月１日予定） 
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第２項 三島二次医療圏における今後の取組（方向性）    

（１） 地域における課題への対策 

【精神疾患】 

 
・多様な精神疾患等に対応できる医療機関について、それぞれの医療機能を明確化し、

役割分担や連携を推進するとともに、三島圏域の医療機関関係者等による協議の場に

おいて、医療の充実と地域関係機関との連携体制の構築について検討します。 

・長期入院者の精神科病院からの地域移行を推進し、「精神障がいにも対応した地域包

括ケアシステム」構築のため、関係機関（市町・保健所・精神科病院・地域支援事業

者等）による協議を進めていきます。 

・自殺対策推進のため、関係機関（市町・保健所・医療機関・消防・警察等）の連携を

図り、自殺予防に資する人材育成や啓発活動を行うとともに自殺未遂者支援の充実に

取組みます。 

 


